
f 

( 

そ
の
貯
議
場
所
は
お
い
て
所
持
す
る
製
造
た
ば
こ
の
一
処
分
〈
た
ば
こ
税
法
第
一
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
製
造
た
ば
こ
の

…
込
分
ぞ
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
河
じ
。
〉
及
、
郡
部
分
ご
と
の
数
議

前
呉
勺
の
数
震
に
よ
り
算
定
し
た
前
項
の
組
定
に
よ
る
た
ば
こ
税
額
及
び
当
該
た
ば
こ
税
織
の
合
一
時
間
額

一一一
そ
の
鵠
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

3 

第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
蓄
を
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
〈
平
成
ニ
十
二
年

号
。
以
下
こ
の
項
、
附
則
第
百
四
十
八
条
及
び
第
吉
盟
十
九
条
に
お
い
て
「
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い

法
律
第

ぅ
。
〉
脳
部
部
第
六
条
第
一
二
漏
れ
に
規
定
す
る
道
府
黒
た
ば
こ
説
に
mm
る
申
告
書
又
は
地
方
税
法
等
改
正
法
器
溺
第
十
二
条
第
三

積
立
規
定
す
る
市
町
村
た
ば
こ
税
に
銘
る
申
告
書
に
併
せ
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
道
蘇
県
知
事
又
誌
市
町
村
引
長
に

総
指
し
た
と
き
誌
、
そ
の
提
出
を
受
け
た
遊
詩
熟
知
事
又
は
市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
番
を
受
理
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
一
路
申
告
畿
は
、
部
現
に
規
定
す
る
税
務
饗
設
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

4 

第
一
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
替
を
提
出
し
た
者
は
、
平
成
二
十
三
年
正
月
一
…
一
十
一
日
ま
で
に
、
当
競
ム
申
告
惑
に
記
載
し
た

問
要
第
二
号
に
掲
げ
る
た
ば
こ
税
額
の
合
計
額
詑
相
当
す
る
た
ば
こ
税
を
、

固
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「

3 

需
要
の
規
定
は
、

同
項
に
規
定
す
る
第
二
項
の
窺
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
者
で
、

当
該
申
告
記
係
る
た
ば
こ
税

五
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に
つ
き
、

関
税
通
則
法
に
指
定
す
る
期
侶
以
後
申
告
書
若
し
く
誌
諺
烹
市
中
告
撃
を
問
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
係
る
前
項
の

納
期
限
前
に
同
提
出
し
た
も
の
又
は
開
法
に
親
定
ず
る
更
烹
若
し
く
誌
決
定
を
受
け
た
も
の
の
う
ち
罰
法
第
二
一
一
十
五
条
第
一
一
項

第
二
号
の
規
定
に
よ
る
納
付
の
附
朗
読
が
前
寝
の
納
期
殿
前
に
軒
楽
す
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

6 

第
一
頃
の
規
定
に
よ
り
た
ば
こ
税
を
課
さ
れ
た
、

又
は
課
さ
れ
る
べ
き
製
造
た
ば
こ
の
う
ち
、
特
定
販
売
業
者
(
た
ば
こ

円
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
が
、
自
ら
保
税
地
域
か
ら

税
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
競
売
業
者
を
い
う
。

引
き
取
っ
た
製
造
た
ば
こ
で
販
売
の
た
め
高
持
す
る
も
の
を
輪
出
し
た
場
合
又
法
皇
ら
保
積
地
域
か
ち
引
き
取
っ
た
製
造
た

ば
こ
で
販
売
の
た
め
所
持
す
る
も
の
を
保
税
地
域
に
入
れ
、
あ
ら
か
じ
め
致
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
税
関
長
の
承
認
を

受
け
て
廃
棄
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
誤
特
定
販
売
業
者
が
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
製
造
た
ば
こ
が
第
一

又
は
課
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
当
該
鎚
造
た
ば
こ
の
輸
出
の

項
の
規
定
に
よ
り
た
ば
こ
税
を
課
さ
れ
た
、

申
告
を
し
た
、

又
は
廃
棄
の
承
認
を
受
け
た
税
関
の
税
関
口
誌
の
確
認
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
た
ば
こ
税
額
に
報
道
す
る
金

額
は
、
同
法
第
卜
五
条
第
一
頃
の
規
定
に
準
じ
て
、
湖
銭
製
造
た
拭
こ
に
つ
き
当
該
特
定
競
売
業
者
が
絵
付
し
た
、
若
し
く

は
納
付
す
べ
き
又
は
徴
収
さ
れ
た
、
若
し
く
は
徴
収
さ
れ
る
べ
き
た
ば
こ
税
額
に
相
当
す
る
金
額
に
謀
る
灘
付
に
併
併
せ
て
、

そ
の
者
に
還
付
す
る
。

O 
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7 

次
の
各
時
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
国
守
に
規
定
す
る
製
造
た
試
こ
製
造
者
(
た
ば
こ
税
法
第
六
条
第
密
嘆
に
摂

吻
比
す
る
製
満
た
ば
こ
製
識
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
頃
に
お
い
て
伺
じ
。
〉
が
設
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
該
製
造
た

ば
こ
が
第
一
一
明
の
機
震
に
よ
る
た
ば
こ
税
安
課
さ
れ
た
、

又
は
課
、
注
れ
る
べ
ぎ
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
省
、
当
絞
製
議
た
ば

こ
の
一
民
入
れ
又
は
移
入
記
諮
る
製
造
た
ば
こ
の
製
趨
場
の
照
在
地
を
熊
轄
す
る
税
務
署
長
の
確
認
を
受
け
た
と
き
誌
、
盗
殺

た
ば
こ
税
額
に
相
当
す
る
金
額
は
、
潤
法
第
十
六
条
の
規
定
に
準
じ
て
、
当
該
製
造
た
ば
こ
に
つ
き
当
該
製
造
た
ば
こ
製
造

者
が
納
付
し
た
、

又
泣
続
討
す
べ
き
た
ば
こ
税
額
(
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
規
定
す
る

の
襲
造

た
ば
こ
の
製
造
場
か
ら
の
移
出
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
、
若
し
く
は
拙
納
付
さ
れ
る
べ
き
又
は
保
税
地
域
か
ら
の
引
窓
り
と
よ
り

納
付
さ
れ
た
、
若
し
く
は
仙
納
付
さ
れ
る
べ
き
若
し
く
は
徴
収
さ
れ
た
、
脅
し
く
は
徴
収
さ
れ
る
べ
き
た
ば
こ
税
額
)
に
棺
当

ず
る
金
額
に
掠
る
控
除
又
は
灘
付
に
併
せ
て
、

そ
の
者
に
採
る
た
ば
こ
税
制
鰍
か
ら
控
除
し
、
又
は
そ
の
者
に
遼
付
す
る
。

製
油
た
ば
こ
制
服
渚
者
が
そ
の
製
造
場
か
ら
移
出
し
た
鎚
盗
た
ば
こ
で
、
第
一
一
明
の
規
定
に
よ
る
た
ば
こ
税
そ
観
さ
れ

た
、
又
は
調
糊
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
当
該
製
造
場
に
一
決
し
入
れ
ら

た
場
合
(
当
該
製
満
た
ば
こ
で
製
浩
た
ば
こ
の
販
先
業

者
か
ら
返
品
さ
れ
た
も
の
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も
の
が
当
該
襲
造
た
ば
と
製
護
者
の
他
の
製
造
た
ば
こ
の
裂
選
壌
に
移

入
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
)

五
五
三
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前
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
製
造
た
ば
こ
製
造
者
が
、
他
の
製
造
た
ば
こ
の
製
造
場
か
ら
移
出
さ
れ
、

又
は
保
税

地
域
か
ら
引
き
取
ら
れ
た
製
造
た
ば
こ
で
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
た
ば
こ
税
を
課
さ
れ
た
、

又
は
課
さ
れ
る
べ
き
も
の
を

製
造
た
ば
こ
の
製
造
場
に
移
入
し
、
当
該
製
造
た
ば
こ
を
そ
の
移
入
し
た
製
造
場
か
ら
更
に
移
出
し
た
場
合

8 

た
ば
こ
税
法
第
二
十
六
条
(
第
二
号
を
除
く
。
)

の
規
定
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

9 

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
を
怠
っ
た
者
は
、

一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

10 

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、

そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
又
は
財
産

に
関
し
て
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、

そ
の
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、

そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
同
項
の
罰
金
刑

を
科
す
る
。

(
印
紙
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
)

第
四
十
条

こ
の
附
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
第
十
四
条
の
規
定
(
印
紙
税
法
別
表
第
一
第
十
号
の
課
税
物
件

欄
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
よ
る
改
正
後
の
印
紙
税
法
(
次
項
に
お
い
て

「
新
印
紙
税

法
」
と
い
う
。
)
別
表
第
一
第
十
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
作
成
さ
れ
る
同
号
に
掲
げ
る
保
険
証
券
に
係
る
印
紙
税
に

O 

O 
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つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
作
成
さ
れ
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
印
紙
税
法
(
次
項
に
お
い
て

「
旧
印
紙
税
法
」

と
い
う
。
)
別
表
第
一
第
十
号
に
掲
げ
る
保
険
証
券
に
係
る
印
紙
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2 

施
行
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
聞
に
作
成
さ
れ
る
新
印
紙
税
法
別
表
第
一
第
十
号
に
掲
げ
る
保
険
証

券
で
あ
っ
て
施
行
日
の
前
日
に
作
成
さ
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
旧
印
紙
税
法
別
表
第
一
第
十
号
に
掲
げ
る
保
険
証
券
に
該
当
し

な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
印
紙
税
法
別
表
第
一
第
十
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

(
国
税
通
則
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
)

第
四
十
一
条

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
税
通
則
法
第
七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日

以
後
に
行
わ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
分
割
等
(
同
項
に
規
定
す
る
現
物
分
配
の
う
ち
、
残
余
財
産
の
分
配
に
あ
っ
て
は
同
日

以
後
の
解
散
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
)
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
税

通
則
法
第
七
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
分
割
等
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(
租
税
条
約
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
)

第
四
十
二
条

平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日
以
前
に
解
散
(
合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。
)

を
し
た
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る

五
五
五



五
五
六

改
正
前
の
租
税
条
約
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
内
国
法
人
の
清
算
所
得
に
つ
き
同
項
の
更
正
の
請
求
が
行
わ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
得
税
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
の
原
則
)

第
四
十
三
条

第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
租
税
特
別
措
置
法
(
以
下
「
新
租
税
特
別
措
置
法
」

と
い
う
。
)
第
二
章

の
規
定
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
平
成
二
十
二
年
分
以
後
の
所
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
一

年
分
以
前
の
所
得
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(
国
外
で
発
行
さ
れ
た
公
社
債
等
の
利
子
所
得
の
分
離
課
税
等
の
経
過
措
置
等
)

第
四
十
四
条
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日
以
前
に
解
散
(
合
併
に
よ
る
解
散
及
び
十
月
旧
法
人
税
法
第
九
十
三
条
第
二
項
に

規
定
す
る
信
託
特
定
解
散
を
除
く
。
)

を
し
た
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
(
以
下
附
則
第
百
三

十
条
ま
で
に
お
い
て

「
旧
租
税
特
別
措
置
法
」

と
い
う
。
)
第
三
条
の
三
第
五
項
、
第
六
条
第
三
一
項
(
同
条
第
十
三
項
に
お

い
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
八
条
の
三
第
五
項
、
第
九
条
の
二
第
四
項
、
第
四
十
一
条
の
九
第
四
項
及
、
び
第
四
十

一
条
の
ナ
二
第
四
項
に
規
定
す
る
内
国
法
人
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
十
月
旧
法
人
税
法
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

O 
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〈
勤
労
者
財
産
階
成
貯
蓄
契
約
に
基
づ
く
生
命
保
畿
等
の
差
益
等
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
館
十
五
条

第
一
一
一
項
の
規
定
は
、
平
成
一
一
十
一
一
年
一
舟
一
日
以
後
の
問
現
に
規
定
す
る
証

券
投
資
縫
訴
の
終
了
又
は
一
部
の
解
約
託
つ
い
て
適
用
し
、
問
日
前
の
旧
制
儲
税
特
則
別
措
際
法
第
四
条
の
四
第
一
…
…
悩
恨
む
規
定
す

新
制
惚
税
特
別
措
寵
法
第
盟
条
mw

る
誼
券
投
資
借
読
の
終
了
又
は
ア
酬
の
解
約
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(
援
替
畠
債
等
の
利
子
の
課
税
の
特
掲
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
密
十
六
条

施
行
日
前
に
提
出
さ
れ
た
信
組
税
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
振
替
毘
護
非
課
税

適
用
申
告
審
又
は
岡
市
明
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
振
替
地
方
債
非
課
税
遺
患
申
告
書
〈
当
該
振
替
国
債
非
課
税
適
思
申
告
書
若

し
く
は
当
競
振
替
地
方
債
非
課
税
藷
患
申
告
書
又
は
と
れ
ら
に
つ
き
提
出
さ
れ
た
開
条
第
十
現
若
し
く
は
第
十
一
一
端
目
立
矯
定

ず
る
申
告
番
一
〈
以
下
こ
の
頃
に
お
い
て
ヱ
変
更
申
告
滋
闘
い
と
い
う
。
〉

の
緯
出
後
記
議
核
蝦
糠
閥
横
非
課
税
議
活
路
皆
欝
一
帯

し
く
は
当
該
振
替
地
方
横
非
課
税
適
用
申
告
審
又
は
沼
該
変
更
申
告
警
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
脅
し
く
は
名
称
又
は
狩
条
第
一

項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
住
所
の
変
更
を
し
て
い
な
い
も
の
に
鞭
る
。
〉
は
、
接
行

E
に
お
い
て
新
線
税
特
制
約
港
置
法
第
五

条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
同
号
の
非
課
税
適
用
申
告
書
と
み
な
す
。

2 

新
租
税
特
別
措
置
法
第
五
条
の
ニ
第
三
項
の
規
定
は
、
問
項
に
規
定
す
る
一
遥
格
外
国
証
券
投
資
信
託
の
受
託
者
で
あ
る
非

以
一
ム
七



五
五
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罵
往
者
又
は
外
国
法
人
が
支
払
を
受
け
る
同
条
第
一
一
墳
に
想
定
す
る
援
替
器
襲
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
振
替
国
債
」
と

又
は
問
項
に
規
定
す
る
振
替
地
方
債
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

い
v

つ
。
)

「
振
替
培
方
震
』
と
い
う
。
)

の
利
子
の
う
ち
施

行
日
以
後
の
期
間
に
対
応
す
る
部
分
に
つ
い
て
適
用
し
、

条
む
三
第
二
項
に
規
定
す
る
適
格
外
聞

ニ
証
券
投
資
詰
一
誌
の
受
託
者
で
あ
る
非
居
住
者
又
は
外
国
法
人
が
支
払
を
受
け
る
援
替
冨
療
又
は
振
替
地
方
震
の
利
子
の
う
ち

旧
租
税
持
制
的
措
霊
法
第

施
行
自
訴
の
期
間
に
対
応
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
誌
記
の
例
に
よ
る
。

施
行
日
揺
に
侶
組
税
特
別
措
置
法
第
五
条
の

A

一
第
古
税
措
出
号
の
規
定
に
よ
り
受
け
た
税
務
饗
長
の
承
認
は
、
施
行
自
に

3 
お
い
℃
務
担
税
特
同
例
措
健
法
第
抗
条
の
一
一
第
五
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
受
け
た
諸
説
庁
長
窓
の
承
認
と
み
な
す
。

4 

新
経
税
特
制
措
鍛
法
鱗
冗
条
の
…
一
第
九
項
及
び
第
十
閣
の
規
定
は
、
こ
れ
ち
の
線
建
に
鑑
定
す
る
非
議
税
区
分
口
践
に
お

い
て
開
条
第
五
頃
第
六
号
同
人
規
定
す
る
搬
稼
配
戦
等
晶
化
受
け
る
搬
替
際
機
又
は
探
磯
地
方
議
は
っ
き
支
払
そ
受
け
る
利
子
で

そ
の
…
計
算
期
間
の
扮
自
が
平
成
一
一
十
二
年
六
月
一
日
以
後
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
瀦
期
す
る
。

5 

新
競
税
特
肝
機
騒
法
第
貰
条
の
こ
第
十
宣
明
及
ぴ
第
十
九
明
か
ら
第
一
一

の

口
M

が
平
成
二
十
一
一
年
六
月
…
日
以
後
で
あ
る
振
替
閣
僚
又
は
綴
替
地
方
僚
に
つ
い
て
選

一
一
周
(
ま
で
の
捜
定
は
、
そ
の
科
予
の
一
計
算
期
間

そ
の
利
子
の
計
算
期
間

の
拐
日
が
一
平
成
‘
一
十
剣
一
年
六
月
一
日
前
で
あ
る
搬
替
悶
債
又
は
諜
替
地
方
僚
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
語
の
樹
に
よ
る
。

{。

C 



仁

( 

(
振
替
社
債
等
の
利
子
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
四
十
七
条
一
新
租
税
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
の
規
定
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
振
替
社
債
等
の
利
子
で
そ
の
計

算
期
間
の
初
日
が
平
成
二
十
二
年
六
月
)
日
以
後
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

2 

施
行
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
聞
に
お
け
る
新
租
税
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
一
第
四
項
第
五
号
及
び

第
六
号
の
規
定
一
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
五
号
中
「
条
約
そ
の
他
の
我
が
国
が
締
結
し
た
国
際
約
束
」
と
あ
る
の
は

「
条
約
-
と
、

「
締
約
国
又
は
締
約
者
」
と
あ
る
の
は
「
締
約
国
」
と
、

「
条
約
相
手
国
等
」
と
あ
る
の
は
「
条
約
相
手

国
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
条
約
相
手
国
等
」
と
あ
る
の
は
「
条
約
相
手
国
」
と
す
る
。

(
民
間
国
外
債
等
の
利
子
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
四
十
八
条

新
租
税
特
別
措
置
法
第
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
発
行
さ
れ
る
同
条
第
一
項

一
に
規
定
す
る
民
間
圏
外
債
に
つ
き
支
払
を
受
け
る
利
子
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
発
行
さ
れ
た
旧
租
税
特
別
措
置
法

第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
-
般
民
間
圏
外
債
に
つ
き
支
払
を
受
け
る
利
子
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2 

新
租
税
特
別
措
置
法
第
六
条
第
四
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
発
行
さ
れ
る
同
条
第
四
項
に
規
定
す

る
民
間
圏
外
債
に
つ
き
支
払
を
受
け
る
利
子
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
発
行
さ
れ
た
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
六
条
第

五
五
九
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O

出
嘆
に
規
窓
ι
ず
る
…
一
毅
設
問
題
外
鏡
民
っ
き
支
払
を
受
け
る
利
ネ
J

に
つ
い
て
は
、
な
お
殺
説
の
例
に
よ
る
山

3 

施
行
間
前
立
総
加
持
さ
れ
た
前
線
税
特
別
措
鑓
法
第
六
条
第
十
棋
に
規
定
す
る
指
定
見
鶏
器
外
績
〈
次
壊
に
お
い
主

「
指
定

民
間
悶
一
外
諜
ω

と
い
う
。
)
に
フ
活
支
払
を
受
け
る
利
子
に
つ
い
で
は
、
な
お
殺
離
の
例
に
よ
る
。

4 

施
持
行
か
ね

J

平
成
一
一
十
四
年
一
一
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
聞
に
発
行
さ
れ
る
指
定
民
間
部
外
簡
に
つ
き
支
払
授
受
け
る
利
子
に

コ
い
尤
は
、

信
組
税
特
別
加
錯
寵
法
第
六
条
(
第
十
明
か
ら
第
十
一
一
項
ま
で
に
孫
る
部
分
に
諜
る
。
)
の
規
定
は
、
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
。
と
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
十
項
中
吋
第
四
現
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
外
国
法
人
に
よ
り
発
行
さ

れ
た
」
と
あ
る
の
誌
「
そ
の
利
子
の
額
が
当
該
指
定
民
問
題
外
出
演
の
発
行
を
す
る
者
又
は
当
該
発
行
を
す
る
者
の
特
殊
関
係

号
)
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
租

者
(
所
得
説
法
等
の
一
認
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
二
十
二
年
法
律
第

税
特
判
別
措
援
法
第
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
殊
関
係
者
を
い
や
っ
。
以
下
と
の
壊
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
関
す
る
同
条
第
四

項
む
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
指
標
を
基
礎
と
し
て
算
出
さ
れ
る
い
と
、

「
出
利
子
立
」
と
あ
る
の
は
「
利
子
で
当
該
発
行
を

ず
る
殺
の
特
殊
擦
係
者
で
な
い
も
の
が
受
け
る
あ
の
に
い
と
す
る
。

〈
上
場
株
式
等
に
係
る
艶
調
所
得
の
課
税
の
特
例
に
閲
す
る
経
過
措
撞
〉

第
間
十
九
条
新
総
税
特
知
識
機
一
法
第
八
条
の
問
第
削
璃
の
規
窓
は
、
持
壌
に
織
活
ず
る
支
払
の
確
定
し
た
日
が
施
行
日
以
後

O 

O 



τ 

で
あ
る
問
項
に
規
定
す
る
よ
場
株
式
配
当
等
に
つ
い
て
減
問
し
、
出
組
税
特
別
措
綴
法
第
八
条
の
館
第

壌
に
規
定
す
る
克

払
の
確
定
し
た
日
が
施
行
日
諮
で
あ
る
鍔
識
に
規
定
す
る
上
場
株
式
配
当
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
離
の
倒
的
む
よ
る
。

2 

新
組
税
特
別
措
置
法
第
八
条
の
閉
山
第
五
項
の
螺
窓
培
、

同
市
引
に
規
定
す
る
支
払
の
確
也
恕
し
た
日
が
平
成
ニ
十
一
一
年
一
月
一

日
以
後
で
あ
る
同
条
第
毘
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
記
当
等
又
は
新
所
得
税
法
第
ニ
百
一
一
十
五
条
第
一
一
環
第
一
号
に
規
定
す

る
オ
ー
プ
ン
型
の
証
券
投
資
屠
託
の
寂
益
の
分
配
に
係
る
新
所
得
税
法
第
二
十
回
条
第
一
項
に
規
定
す
る
記
当
紘
一
甘
に
つ
い
て

適
用
し
、

旧
租
税
特
別
撞
壁
法
第
八
条
の
圏
第
五
項
に
規
定
す
る
支
払
の
確
定
し
た
自
が
需
年
一
月
一
吾
首
で
あ
る
罰
条
第

四
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
配
当
等
又
泣
出
所
建
税
法
第
二
百
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
オ

i
プ
ン
型
の
証
券

投
資
信
託
の
収
益
の
分
胞
に
係
る
部
所
鐸
税
法
第
二
十
盟
条
第
一
墳
に
規
定
す
る
配
当
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

〈
土
一
場
証
券
投
資
揺
説
等
の
欝
灘
金
等
に
係
る
鍛
税
の
特
例
に
関
す
る
経
漁
措
護
〉

第
一
か
十
条

新
租
税
特
別
措
鑓
法
第
九
条
の
加
の
一
一
の
規
定
は
、
平
成
二
十
…
…
年
六
月
…
間
以
後
の
開
条
第
一
環
に
規
定
す
る

上
場
証
券
投
資
情
誌
等
の
終
了
又
は
一
部
の
解
約
に
つ
い
て
繍
用
し
、

問
日
前
の
話
相
側
税
特
別
機
縁
法
第
九
条
の
踏
の
こ
鈎

一
項
に
規
定
す
る
よ
場
謹
券
投
資
一
部
誌
の
終
了
又
は
↓
部
の
解
約
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

五
六
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〈
よ
場
会
社
等
の
臨
日
の
検
式
の
公
開
燃
繋
付
け
の
場
合
の
み
な
し
配
沼
稲
附
税
の
特
例
に
関
す
る
経
融
措
置
〉

第
五
十
一
条

路
行
日
鵠
に
関
税
税
枠
制
例
措
嬢
法
第
九
条
の
ふ
ハ
第
…
慣
例
に
規
紘
ず
る
公
開
顔
付
け
に
応
じ
て
行
う
将
積
に
矯
窓

ず
る
よ
機
会
社
枇
一
悼
の
株
式
の
譲
渡
を
し
た
鐸
人
の
潜
誠
株
式
の
議
機
に
よ
る
所
得
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
綜
の
制
約
む
よ
る
。

2 

沼
租
税
特
別
措
産
法
第
九
条
の
ふ
ハ
第
一
帯
に
規
定
す
る
個
人
が
、
施
行
日
か
ら
平
成
一
一
十
一
一
年
十
二
月
一
一
一
十
一
お
ま
で
の

閉
じ
、
日
川
項
に
規
定
す
る
公
開
票
付
け
記
応
じ
て
れ
う
問
項
に
規
定
す
る
よ
場
会
社
等
の
株
式
の
譲
渡
を
し
た
場
合
同
九
お
け

る
当
該
株
式
の
譲
護
に
よ
る
一
敗
得
と
つ
い
て
は
、
開
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

項
中
「
平
成
二
十
二
年
ゴ
一
月
一
一
一
十
一

E
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
二
十
一
司
」
と
、
同
条
第
一
一
環
中
「
と
あ

る
の
は
、
」
と
あ
る
の
誌
「
と
あ
る
の
は
」
と
、

「
第
九
条
の
六
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
〈
平
成
三

二
年
法
律
第

ロ
芝
山
間
賠
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と

さ
れ
る
時
法
第
十
八
条
の
環
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
の
六
第
一
理
」
と
、

「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は

「
と
、
「
同
作
法
」
と
あ
る
の
詰
「
所
得
説
法
」
と
す
る
」
と
す
る
。

{
非
課
税
N
M
艦
内
の
少
額
上
場
株
式
等
に
係
る
甑
部
所
得
の
非
課
税
に
関
す
る
経
退
捨
援
〉

第
五
人
工
一
条
薪
続
殺
特
判
別
措
護
法
第
九
条
の
八
の
規
定
は
、
平
成
ニ
ム
1

四
年
一
月
一
日
以
後
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
持
条
に

O 

え〉



「

〔

細
川
仰
必
ず
る
非
課
税
口
座
向
上
場
掠
式
等
の
配
当
等
に
つ
い
て
瀦
用
ず
る
。

(
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
講
造
改
革
推
進
設
備
を
取
得

た
場
合
の
特
別
嶺
部
又
ほ
所
得
税
額
の
特
別
強
誌
に
関
す
る
経
濡
撮

韓
)

第
五
十
三
条

新
租
税
特
別
機
欝
法
第
十
条
の
こ
の
一
一
〈
第
一
明
第
一
一
号
記
銘
る
部
分
に
限
る
。
〉
の
緩
定
は
、
個
人
が
附
烈

欝
一
条
第
九
号
に
定
め
る
百
以
後
に
取
得
又
は
製
作
若
し
く
は
建
設
を
す
る
部
門
現
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
繍
給
構
識
改
革

誰
進
設
舘
に
つ
い
て
適
罵
し
、
同
組
入
が
同
日
誌
に
敦
得
又
は
製
作
若
し
く
法
建
設
を
し
た
旧
誼
税
特
別
別
措
蓋
法
第
十
条
の
一
一

の
一
.
第
二
現
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
改
革
推
進
設
備
に
つ

て
誌
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

〈
事
繋
基
盤
強
化
設
備
な
説
得
し
た
場
合
等
の
特
別
加
議
却
又
は
所
得
税
額
の
特
別
控
除
に
掬
す
る
経
滋
捨
霞
)

第
五
十
盟
条

新
租
貌
特
例
制
措
置
措
第
十
条
の
部
〈
第
一
一
明
第
四
号
に
掠
る
部
分
に
限
る
。
〉
の
議
定
は
、
僻
人
が
施
行

B
判例

後
に
敢
得
又
は
製
作
を
す
る
再
号
に
定
め
る
機
域
及
び
装
置
並
び
に
器
呉
及
、
び
需
品
に
つ
い
て
遥
惑
し
、
間
人
が
施
行
呂
話

に
翠
得
又
は
製
作
を
し
た
沼
租
税
特
別
措
置
法
第
十
条
の
四
第
一
璃
第
題
号
に
定
め
る
機
械
及
、
ひ
装
罷
並
び
に
器
具
及
び

訟
に
つ
い
て
は
、
な
お
提
離
の
併
に
よ
る
。

2 

新
租
税
特
別
措
置
法
第
十
条
の
四
(
第
一
一
摂
第
十
五
号
に
係
る
部
分
に
簸
る
。
〉
の
規
定
は
、

が
施
行
日
以
後
に
取
得

五
六



五
六
附
門

X
は
製
作
を
す
る
持
号
立
定
め
る
減
飾
犠
却
資
産
に
つ
い
て
適
間
対
す
る
。

(
情
報
基
盤
強
化
設
議
等
を
取
害
し
た
場
合
の
特
別
償
却
又
は
所
得
税
額
の
特
別
控
除
に
関
す
る
経
遍
措
置
)

第
五
十
五
条

居
人
が
蕗
行
E
訴
に
取
得
又
は
製
作
を
し
た
指
租
税
特
別
措
霊
法
第
十
条
の
ム
ハ
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
基
盤

強
化
設
備
等
を
同
夢
、
に
規
定
す
る

人
の
営
む
事
業
の
間
滑
に
供
し
た
場
合
に
お
け
る
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
山
内
条
の
競
定

は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
問
条
第
閉
山
寝
中
「
場
合
に
は
、
当
践
金
制
酬
を
強
験
し
た
磯
鱗
い
と

あ
る
の
は
「
場
合
に
は
当
競
金
銭
安
撹
除
し
た
残
棋
と
し
、
所
得
税
法
等
の
二
簡
を
改
“
止
す
る
法
律
公
平
成
一
一

ニ
年
法
律

第

削
守
〉
第
十
八
条
の
媛
定
に
よ
る
改
圧
後
の
租
税
特
剖
錆
議
法
第
十
条
の
四
第
三
頃
(
同
条
第
十
現
第
五
口
げ
に
鋳
る

部
分
に
限
る
。
〉

の
掛
川
定
に
よ
り
そ
の
年
分
の
総
所
得
金
額
に
係
る
一
所
得
税
の
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
金
額
が
あ
る
場
合
に
法

問
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
罰
項
に
規
定
す
る
税
額
控
除
畑
出
産
額
立
そ
の
年
に
お
い
て
そ
の
事
業
の
用
に
供
し
た
再
条
第
一

事
に
規
定
す
る
情
報
基
盤
強
記
設
犠
等
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
そ
の
年
に
お
い
て
そ
の
事
業
の
熔
に
供
し
た
河
条
第

巳
規
定
す
る
適
用
対
象
事
業
基
藤
強
記
設
備
等
の
取
得
価
額
の
合
計
額
の
う
ち
立
占
め
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を 頃

控
除
し
た
残
額
と
す
る
。
」
と
、
開
条
第
十
嶋
中
「
波
、
び
花
瓶
税
静
別
措
欝
法
第
十
条
の
ふ
ハ
第
三
慣
例
い
と
あ
る
の
は
「
援
、
び

に
所
得
税
法
等
の
一
部
そ
改
正
す
る
法
律
〈
平
成
一
一
十
一
一
年
法
律
第

間
行
)
附
倒
的
第
正
十
五
条
の
現
定
に
よ
り
な
お
そ

O 

O 



と

a 

の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
穣
税
特
別
措
機
法
第
十
条
の
ふ
ハ
第
一
二
項
」
と
す

る
〈
所
得
税
の
額
か
ら
披
除
さ
れ
る
特
別
撞
捺
額
の
特
鰐
に
間
関
す
る
経
過
措
童
)

第
五
十
六
条

前
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
新
報
貌
特
別
措
盤
法
第
十
条
の
ふ
ハ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

次
の
衰
の
よ
欄
に
掲
げ
る
開
条
の
規
定
中
間
表
の
中
機
に
掲
げ
る
字
句
培
、
同
表
の
下
繍
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第

項

次
の
各
号
に
揚
げ
る
規
定
一
次
の
各
号
に
掲
げ
る
裁
定
(
所
得
掛
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

一
法
律
(
一
平
成
一
一
十
二
年
法
律
第

間
守
〉
指
則
第
五
十
五
条

の
競
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
ム
有
す
る
も
の
と
ぢ
れ
る
同
法

第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
設
正
前
の
祖
税
特
間
措
置
法
〈
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
白
山
効
力
措
置
法
L

と
い
う
。
…
)
第
十
条
の

六
第
五
議
又
は
第
四
壌
の
規
定
を
食
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。

)

J

当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を

当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
九
旧
効
力
強
震
法
第
十
条
の
六
第
一
一
一
…

}
れ
中
ハ
ヤ
な



笠
六
六

叫
恨
の
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
開
条
第
一
一
一
環

明
V

入
は
第

に
鱗
寂
す
る
税
額
際
総
程
度
額
の
う
ち
罷
項
の
規
定
に
よ
る
控

徐
を
し
で
も
控
除
じ
き
れ
な
い
金
額
を
措
除
し
た
金
額
又
は
同

条
第
習
項
に
橋
建
す
る
隷
越
税
額
控
除
醍
疫
経
過
額
の
う
ち

若
し
く
は
蔀
条
第
五
現

項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
て
も
控
難
し
き
れ
な
い
金
額
を
控

…
除
じ
た
金
額
と
す
る
。
第
日
間
げ
を
除
さ
、
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
問
問
、
じ
。
)
を

第
一
一
明

又
は
前
条
第
関
税

、
前
条
第

事
又
は
旧
効
力
議
霞
法
第
十
条
の
穴
第
四
項

、
前
条
第
五
項
若
し
く
は
旧
効
力
措
糧
法
第
十
条
の
六
館
五

第

磯

〈
他
人
の
誠
艇
議
却
に
関
す
る
繰
遇
措
置
〉

第
五
十
七
条

恒
人
が
擁
一
行
目
前
に
取
得
等
(
取
得
又
は
製
作
若
し
く
は
建
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
部
門
じ
。
)
を

し
た
旧
租
税
特
判
別
措
罷
法
第
十
一
条
の
ご
第
一
項
の
濃
の
第
三
号
の
第
一
一
一
様
に
掲
げ
る
減
額
償
一
却
資
産
に
つ
い
て
は
、

従
郊
の

に
よ
る
。

O 

。

な
お



(十

〔

2 

個
人
が
施
行
目
前
に
取
得
等
を
し
た
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
電
気
通
信
設
備
等
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3 

今
個
人
が
施
行
日
前
に
取
得
等
を
し
た
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
十
一
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
資
源
再
生
化
設
備
等
に
つ

い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

4 

個
人
が
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
前
に
死
亡
し
、

又
は
事
業
の
全
部
を
譲
渡
し
、
若
し
く
は
廃
止
し
た
場
合
に
お
け
る
旧

租
税
特
別
措
置
法
第
十
三
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
一
雇
用
障
害
者
数
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

5 

個
人
が
施
行
日
前
に
取
得
又
は
新
築
を
し
た
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
心
市
街
地
優
良
賃
貸

同
条
(
同
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

住
宅
に
つ
い
て
は
、

6 

新
租
税
特
別
措
置
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
は
、
個
人
が
施
行
日
以
後
に
取
得
又
は
新
築
を
す
る
同
項
に
規
定
す
る
高

齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
適
用
し
、
個
人
が
施
行
目
前
に
取
得
又
は
新
築
を
し
た
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
十
四
条

第
二
項
に
規
定
す
る
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(
給
与
所
得
者
等
が
住
宅
資
金
の
貸
付
け
等
を
受
け
た
場
合
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
五
十
八
条

旧
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
者
等
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
給
与
所
得

五
六
七



ぷ
ム
ハ
八

者
等
い
と
い
う
。
)
が
、
関
壌
に
規
定
す
る
畿
金
の
裁
付
け
を
無
利
息
γ
〈
は
低
い
金
利
に
よ
る
利
患
で
受
け
た
場
合
に
お
け

る
問
項
じ
規
定
す
る
経
病
的
科
議
で
平
成

三
年
一
月
一
思
議
の
期
間
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る。
2
給
与
所
得
者
等
が
、
言
巳
の
語
金
の

に
供
す
る
住
宅
等
〈
土
地
者
じ
く
は
土
地
の
よ
に
存
ず
る
権
利
X
は
家
騰
で
部
内

に
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

)
の
取
得
に
要
す
る
資
金
に
充
て
る
た
め
、
平
成

一
一
一
年
…
丹

日
前
に
槙
用
者
(
所
得
説
法
第
三
十
八
条
第
一
環
に
規
定
す
る
給
与
等
又
は
同
法
第
一
二
卜
条
第
一
頃
に
規
症
す
る
退
臓
手
当

等
の
支
払
を
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)

か
ら
当
該
資
金
の
貸
付
け
を
使
用
人
々
で
あ
る
地
位
に
基
づ

き
無
利
患
又
は
低
い
金
利
に
よ
る
科
患
で
受
け
た
場
合
に
お
け
る
経
済
的
科
益
(
当
該
経
済
的
利
益
が
使
用
人
で
あ
る
地
位

に
基
づ
い
て
通
常
受
け
る
経
詩
的
科
薬
を
著
し
く
謹
え
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
著

し
く
超
え
る
経
済
的
利
益
の
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
)

で
向
日
以
後
の
期
間
に
譲
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
所
得
説
を
撲
さ
な
い
。

3 

給
与
所
持
者
等
が
、

李寺

議
置
法
第
一
一

l
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
利
子
(
次
項
に
お
い
て

「
利
子
」
と

つ。
、-〆

で
平
成
一
一

長手

一
H
前
に
支
払
う
べ
き
も
の
に
ふ
允
て
る
た
め
そ
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
金
額
を
そ
の

C 

。



f 

L 

使
用
者
か
ら
捷
馬
入
で
あ
る
地
位
に
基
づ
い
て
支
払
を
受
け
た
場
合
む
お
け
る
同
条
第
一
一
現
に
螺
定
す
る
そ
の
支
払
を
受
け

た
金
額
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

4 

給
与
所
得
者
等
が
、
平
成
ニ
十
三
年
一
月
一
日
前
に
自
己
の
居
住
の
沼
に
供
す
る
住
宅
等
の
取
得
に
要
す
る
資
金
を
薪
租

税
特
別
措
援
法
第
八
条
第
川
市
引
に
規
窓
ず
る
金
融
機
関
そ
の
地
政
令
で
定
め
る
者
か
ら
指
り
受
け
た
場
合
〈
当
該
資
金
を
勤

労
者
財
産
形
成
綻
準
法
〈
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
一
一
帯
〉
第
九
条
第
一
一
一
項
に
規
恕
す
る
…
稿
料
摩
佐
久
袋
社
か
ら
般
り
受
け

た
場
合
で
政
令
で
定
め
る
場
合
を
含
む
。
)
に
お
い
て
、
同
日
以
後
に
支
払
う
べ
き
利
子
に
充
て
る
た
め
当
該
利
子
の
全
部

又
は
一
部
に
佃
相
当
す
る
金
額
を
そ
の
捷
患
者
か
ら
使
用
人
で
あ
る
地
泣
に
基
づ
い
て
支
払
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
支
払
を

受
け
た
金
額
(
そ
の
金
額
が
使
用
人
で
あ
る
地
位
に
某
づ
い
て
そ
の
尉
子
に
ふ
允
て
る
た
め
通
常
支
払
を
一
受
け
る
金
額
そ
著
し

く
溜
え
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、

そ
の
著
し
く
越
え
る
部
分
の
金
欄
と
し
て
政
令
で
窓
め

る
金
額
に
拘
相
当
す
る
金
額
を
除
く
。
)
む
つ
い
て
は
、
所
得
税
を
課
さ
な
い
。

5 

給
与
所
得
者
等
が
、
勤
労
者
信
産
形
成
促
進
法
第
九
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
勤
労
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に

必
擦
な
議
謹
若
し
く
は
同
法
第
十
条
第
三
壌
に
規
定
す
る
当
該
措
謹
に
準
ず
る
措
置
に
よ
り
受
け
る
旧
租
税
特
別
値
制
緩
法
第

二
十
九
条
第
一
一
一
噴
に
規
燈
守
る
縫
擁
的
利
議
又
は
こ
れ
ら
の
檎
毅
に
よ
り
支
払
仙
台
受
け
る
ん
泌
鱗
で
政
令
で
地
め
る
も
の
〈
以

五
六
九
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O

下
と
の
条
に
お
い
て

「
経
済
的
利
益
等
」

と
い
う
。
)

の
う
ち
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
前
の
期
間
に
係
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

6 

給
与
所
得
者
等
が
、
自
己
の
居
住
の
用
に
供
す
る
住
宅
等
の
取
得
に
つ
き
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
前
に
勤
労
者
財
産

形
成
促
進
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
給
与
所
得
者
等
が
受
け
る

経
済
的
利
益
等
の
う
ち
同
日
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の

(
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
)

に
つ
い
て
は
、
所
得
税
を
課
さ
な
い
。

7 

第
二
項
、
第
四
項
及
び
前
項
の
規
定
は
、
と
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
経
済
的
利
益
、
支
払
を
受
け
た
金
額
又
は
経
済
的

利
益
等
が
給
与
所
得
者
等
に
通
常
支
給
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
第
二
項
に
規
定
す
る
給
与
等
又
は
退
職
手
当
等
に

代
え
て
支
払
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

(
個
人
の
譲
渡
所
得
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
五
十
九
条

個
人
が
施
行
目
前
に
行
っ
た
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
土
地
等
の
譲

渡
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2
新
租
税
特
別
措
置
法
第
三
一
十
四
条
の
二
第
二
項
第
二
十
四
号
の
規
定
は
、
個
人
が
附
則
第
一
条
第
十
号
に
定
め
る
日
以
後

O 

O 



( 

民
間
務
第
一
一
十
問
符
の
認
定
が
さ
れ
た
限
努
む
規
定
す
る
撒
域
宍
の
土
地
の
関
白
以
援
に
行
う
融
漉
に
つ

四
条
の
一
一
第
一
一
議
機
二
十
四
号
の
認
定
が
さ
れ
た
問
吟
に
嫌
気
恕
す
る
地
域
内
の

て
-
適
用
し
、
極

人
が
陪
日
前
に
出
題
説
特
加
措
置
法
第

土
地
の
関
目
前
に
行
っ
た
譲
渡
に
つ
い
て
辻
、
な
お
従
前
の

立
よ
る
。

3 

新
組
税
特
別
措
援
法
第
一
一
一
十
六
条
の
こ
の
規
定
は
、
個
人
が
平
成
二
十
て
年
一
月
一
呂
以
後
に
行
う
同
条
第
一
項
に
規
定

す
る
譲
渡
資
産
の
譲
渡
に
つ
い
て
遡
思
し
、
制
納
入
が
間
割
前
に
持
っ
た
旧
制
側
税
特
別
措
鑑
法
郷
五
十
六
条
の
一
一
第
一
現
に
規

‘
定
す
る
譲
渡
資
産
の
譲
護
に
つ
い
て
は
、
な
お
話
前
の
例
に
よ
る
。

(
掠
式
等
に
係
る
譲
綾
所
得
等
の
課
税
の
特
併
に
関
す
る
経
遇
措
置
)

第
六
十
条
新
組
税
科
別
措
櫨
法
第
…
一
一
十
七
条
の
十
筋
四
項
〈
搭
一
号
に
係
る
部
分
に
織
る
。
〉

の
規
定
は
、
路
行
日
以
後
の

同
号
に
規
定
す
る
公
募
棟
式
等
証
券
投
棄
一
信
託
等
の
終
了
又
は
噂
部
の
解
約
に
つ
い
て
適
用
し
、
擁
持
自
前
の
旧
組
税
特
製

措
霊
法
第
三
千
七
条
の
十
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
募
株
式
等
証
券
投
資
信
託
の
終
了
又
は
一
蔀
の
解
約
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2 

新
組
税
特
別
措
蜜
法
第
弓
十
七
条
の
十
第
凶
明
(
描
一
一
号
及
、
び
第
一
一
一
号
に
係
る
欝
ハ
刀
に
限
る
。
〉

の
規
定
は
、
平
成
一
一

二
年
一
月
一
一
H
以
後
の
需
項
第
二
号
に
規
定
す
る
株
式
等
蓋
券
投
資
信
託
等
の
裳
了
若
し
く
は
一
部
の
解
約
又
は
問
項
第
三

五
七



五
七

号
に
護
定
す
る
特
定
受
益
証
券
発
行
信
託
に
係
る
信
託
の
分
割
に
つ
い
て
適
用
し
、
河
内
自
前
の
旧
租
税
特
院
議
室
法
第
三
十

七
条
の
ト
第
開
問
項
第
二
号
に
規
定
す
る
株
式
等
証
券
投
資
信
託
等
の
終
了
若
し
く
は
‘
部
の
解
約

X
は
防
護
第
一
一
一
時
比
規
定

す
る
特
定
受
検
証
券
発
行
総
統
に
係
る
館
誕
の
分
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
紛
の

に
よ
る
。

〈
特
定
管
理
株
式
等
が
価
値
を
失
っ
た
場
合
の
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
畿
税
の
特
例
に
関
す
る
'
組
織
措
輩
〉

第
六
十
一
条

新
知
佃
税
特
別
問
撹
法
第
三
¥

条
の
ト
の
二
期
一
一
明
〈
第
‘
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
)

の
規
定
は
、
平
或
一
一

年
分
以
後
の
所
得
税
に
つ
い
て
適
思
し
、
平
成
二
十
三
年
分
以
前
の
所
得
貌
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(
乎
或
十
一
二
年
九
月
三
十
日
以
前
に
取
得
し
た
上
場
株
式
等
の
取
得
費
の
持
倒
的
立
問
機
す
る
経
温
措
置
〉

第
六
ト
一
条

錨
人
が
平
成
三
十
三
年
-
制
対
~
ハ
託
制
江
田
租
税
特
別
措
醤
法
機
一
一
一
十
七
条
の

一
の
一
一
第
一
一
閣
に
規
定
す
る

場
株
式
等
の
機
波
を
し
た
場
合
に
お
け
る
出
該
上
場
林
式
等
の
議
機
に
よ
る
譲
渡
一
般
持
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
離
の
例
に
よ

る
(
特
定
中
小
会
社
が
発
行
し
た
株
式
の
歌
得
に
要
し
た
金
額
の
控
除
等
に
関
す
る
経
造
語
謹
)

第
六
十
三
条

程
入
が
施
行
目
前
に
払
込
み
に
よ
り
敦
得
を
し
た
旧
租
税
特
別
出
撞
霊
法
第
三
十
七
条
の
十
一
一
一
第
一
項
第

号
に

掲
げ
る
韓
定
株
式
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
需
の

よ
る
。

O 

O 



仁

(
非
課
税
口
癒
内
の
少
額
上
場
林
式
等
に
係
る
譲
護
所
得
等
の
非
畿
税
に
関
す
る
経
過
措
霞
〉

第
六
十
四
条
新
種
税
特
到
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
四
第
一
一
嘆
か
ち
第
五
項
ま
で
及
び
第
十

項
か
ら
第
二
十
項
ま
で
の
競

定
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
以
後
に
設
定
さ
れ
る
同
条
第
百
項
第
一
号
に
規
定
す
る
非
課
税

座
に
係
る
問
日
以
後
の

間
条
第
一
現
北
緯
恕
す
る
非
縦
税
口
腹
内
上
場
株
式
等
の
鱗
諜
及
、
か
細
川
条
諮
問
現
各
号
は
掲
げ
る
事
胞
に
よ
る
問
噴
の
非
議

税
口
座
内
上
場
株
式
等
の
払
出
し
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

新
誼
説
持
制
的
措
霊
法
第
三
十
七
条
の
十

第
六
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
二
十
留
年
一
月
一
日
以
後
に
同

2 
条
第
十
な
項
捷
一
号
に
揖
定
す
る
非
課
税

盛
開
設
届
出
室
田
の
提
出
〈
同
母
に
規
定
す
る
提
出
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
間

じ
。
〉
又
は
持
条
第
六
閣
の
申
諮
撃
の
鑓
出
〈
問
畷
に
規
定
す
る
提
出
を
い
う
ο

第
問
項
に
お

て
問
問
じ
。
〉
を
す
る
場
合

に
つ
い
て
遊
間
加
す
る
。

3 

新
租
税
特
裂
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十

第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
非
課
税
口
鹿
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
同
号
の
居
金

者
又
は
圏
内
に
…
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
及
、
び
同
号
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
誌
、
平
成

二
十
四
年
一
月
一
段
前
に
お
い
て
も
、
部
内
号
及
び
悶
条
第
十
一
嘆
か
ら
第
十
一
ニ
噴
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
問
符
に
規
定

す
る
非
採
説

座
開
設
組
出
撃
の
提
出
、
問
問
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
鱗
七
撲
の
告
知
及
、
び
確
認
、

間
条
第
十

五
七
三



五
七
回

三
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
)

の
提
供
そ
の
能
必
要
な

行
為
を
す
る
と
と
が
で
き
る
。
と
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
焼
定
の

に
よ
り
さ
れ
た
当
該
非
課
税
円
趨
捌
開
設
揺
出
番

の
提
出
、
告
知
及
、
び
確
認
並
び
に
記
載
事
墳
の
提
供
は
、
同
日
に
お
い
て
と
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な

ず。

4 

新
報
税
枇
付
加
措
置
法
第
三
ト
七
条
の
十

第
五
項
第
一
…
…
坊
に
閣
定
ず
る
非
議
税
口
産
隣
設
確
認
識
聞
の
交
付
を
受
凶
り
よ
う
と

ず
る
間
条
第
穴
項
の
居
住
者
又
は
国
内
に
彊
久
的
施
設
を
有
す
る
非
届
住
者
、
慰
問
項
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
堂
業
所
の

長
及
び
南
条
第
九
項
に
規
定
す
る
一
昨
轄
税
務
署
長
培
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
一
皇
制
に
お
い
て
も
、

同
条
第
六
項
か
ら
第
ト

項
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
条
第
六
現
の
市
譜
番
の
提
出
、
同
条
第
七
明
慌
の
告
知
及
び
確
認
、
同
条
第
九
項
に
挺
定
ず

る
山
市
議
事
現
の
提
供
及
、
び
帳
簿
へ
の
記
載
又
は
記
鎖
、
開
条
第
十
現
第
一
号
の
非
毅
税
口
経
隣
設
確
認
機
又
は
期
務
第
ニ
号

の
澄
簿
類
の
交
付
そ
の
他
必
瑛
な
行
為
必
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

ζ

の
場
合
に
お
い
て
J

、
こ
れ
ら
の
規
定
の
例
に
よ
り
さ
れ
た

当
該
申
請
書
の
提
出
、
合
知
及
、
び
確
認
、
申
請
事
項
の
撹
洪
及
、
び
帳
欝
へ
の
記
載
又
は
記
銀
法
び
に
非
課
税
口
痩
開
設
確
認

書
叉
は
書
面
の
交
付
は
、
同
日
に
お
い
て
と
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

(
合
併
等
に
よ
り
外
面
親
法
人
株
式
の
交
持
を
受
け
る
場
合
の
課
税
の
特
倒
的
に
館
附
す
る
経
過
措
霞
)

。

。



仁

第
六
十
五
条

新
担
税
特
別
語
霊
法
第
三
十
七
条
の
十
四
の
二
第
六
項
の
規
定
は
、
平
成
三
十
二
一
年
一
丹
一
日
以
後
に
用
条
第

一
磯
か
ら
第
三
噴
ま
で
に
襲
定
ず
る
特
定
合
併
、
予
特
定
分
器
援
分
都
又
は
特
定
株
式
交
換
が
行
わ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
遥
患

し
、
部
門
日
前
に
旧
緩
税
特
制
約
捨
援
法
第
一
二
十
七
条
の
十
儲
の
一
一
第
一
一
壌
か
ら
第
一
二
項
ま
で
に
規
定
す
る
特
定
合
併
、
特
定
分

割
挺
分
割
又
は
特
定
続
式
交
換
が
行
わ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(
特
定
の
合
併
等
が
行
わ
れ
た
場
合
の
株
主
等
の
畿
税
の
特
例
記
関
す
る
経
過
措
撞
〉

第
六
十
六
条

網
項
か
ら
第
…
一
-
項
ま
で
に
窺
定
す
る
特
定
非
適
格
合
併
、
特
定
非
適
格
分
割
型
分
割
又
は
特
定
非
適
格
株
式
交
換
が
行
わ
れ

新
組
税
特
別
出
播
霊
法
第
三
十
七
条
の
十
屈
の
三
第
盟
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
以
後
に
爵
条
第

る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
間
内
部
前
に
旧
租
税
特
別
措
鑑
法
第
一
二
十
七
条
の
十
四
の
一
一
一
第
一
壌
か
ら
第
三
羽
ま
で
に
規
定
す

る
特
定
非
適
格
合
併
、
特
定
非
滴
格
分
割
州
市
分
欝
又
は
特
定
非
灘
格
株
式
交
換
が
行
わ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
能

の
例
に
よ
る
。

(
割
引
の
方
法
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
公
社
費
等
の
譲
護
に
よ
る
所
得
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
六
十
七
条

新
経
税
特
別
措
置
法
第
五
十
七
条
の
十
六
(
第
一
項
第
四
号
に
採
る
部
分
に
譲
る
。
)

の
規
定
は
、
額
入
が
施

行
日
以
後
託
行
う
拘
号
に
規
定
す
る
公
社
穣
の
譲
縫
立
よ
る
所
得
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

叩
ね
七
ぷ
品


